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◉
　

市
が
発
注
す
る
工
事
や
業
務
な

ど
の
競
争
入
札
参
加
を
希
望
す
る

場
合
は
、
資
格
審
査
を
受
け
、
競

争
入
札
資
格
者
名
簿
へ
の
登
録
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
要
領
な
ど
を

確
認
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

「
建
設
工
事
」「
建

設
関
連
業
務
」「
物
品
の
製
造
・

販
売
な
ど
」「
役
務
の
提
供
な
ど
」

総
務
課
閲
覧
所（
市

役
所
迫
庁
舎
２
階
）
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

申
請
要
領
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
一
式

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
業
種
ご
と

の
提
出
書
類
一
覧
な
ど
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◉
　

市
内
業
者
の
受
注
機
会
を
拡
大

す
る
目
的
で
、
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
を
し
な
い
人
を
対
象

に
「
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者

登
録
」の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

小
規
模
な
建
設
工
事
や
修
繕
の
受

注
希
望
者
は
要
領
な
ど
を
確
認
の

上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

小
規
模
な
建

設
工
事
や
修
繕
の
う
ち
、
内
容
が

簡
易
で
履
行
の
確
保
が
容
易
な
も

の
、
か
つ
１
件
の
工
事･

修
繕
金

額
が
50
万
円
以
下
の
も
の

▼
市
内
業
者（
市
内

に
事
業
所
ま
た
は
住
所
が
あ
る

者
）▼
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録

を
し
な
い
者
▼
希
望
業
種
を
履
行

す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
・
免
許

を
有
し
て
い
る
者
▼
市
税
を
完
納

し
て
い
る
者

小
規
模
工
事
等
契

約
希
望
者
登
録
申
請
書（
様
式
第

１
号
）お
よ
び
関
係
書
類

◉

11
月
14
日（
金
）〜

平
成
27
年
１
月
30
日（
金
）
／
午

前
９
時
〜
11
時
30
分
、
午
後
１
時

〜
４
時

※
土
曜･

日
曜
、
祝
祭
日
お
よ
び

年
末
年
始
を
除
く総

務
部
総
務
課

契
約
係（
市
役
所
迫
庁
舎
２
階
）

〒
９
８
７
―
０
５
１
１　

登
米
市

迫
町
佐
沼
字
中
江
２
丁
目
６
番
地

１

申
請
要
領
と

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
総
務
部
総

務
課
の
窓
口
で
貸
し
出
し
を
受
け

作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

持
参
・
郵
送
で
受

け
付
け
ま
す
。

総
務
部
総
務
課

（
契
約
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１

　

☎

　

子
ど
も
の
生
活
力
が
向
上
し
て

い
く
姿
、
成
長
し
て
い
く
姿
は
美

し
い
。
そ
れ
を
間
近
で
見
ら
れ
る

事
は
幸
せ
。「
食
」は
人
を
つ
な
ぎ
、

未
来
を
創
り
ま
す
。
口
は
命
の
入

り
口
、
生
き
る
力
を
支
え
ま
す
。

　
「
子
ど
も
が
作
る
弁
当
の
日
」

を
広
め
て
い
る
先
生
を
招
き
「
い

い
歯
の
日　

と
め
の
食
育
講
演

会
」
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
15
日（
土
）
午
後
２

時
〜
４
時（
受
け
付
け
＝
午
後
１

時
30
分
〜
）ホテ

ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン

ヴ
ィ
ア（
登
米
市
迫
町
佐
沼
中
江

４
丁
目
12
番
地
12
）

食
育
講
演
会
「
大
人
が

子
ど
も
に
残
せ
る
も
の
」
〜
弁
当

の
日
を
体
験
し
た
子
ど
も
た
ち
〜

／
講
師
＝
稲い

な

益ま
す

義よ
し

宏ひ
ろ

氏（
福
岡
市

立
舞
鶴
小
学
校
教
諭
）

無
料

電
話
、
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ

11
月
10
日（
月
）

登
米
市
歯
科
医
師
会
、

登
米
市
、
県
東
部
保
健
福
祉
事
務

所
登
米
地
域
事
務
所 

登
米
栄
養
士
会

市
民
生
活
部
健
康
推
進
課（
地
域

保
健
係
）

☎
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２
２
０（
５
８
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１
１
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道
路
に
張
り
出
し
た
雑
草
や
樹

木
の
枝
葉
は
通
行
上
大
変
危
険

で
、
時
と
し
て
思
い
が
け
な
い
事

故
を
招
く
原
因
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
降
雪
時
期
を

迎
え
、
枝
葉
に
雪
が
降
り
積
も
る

と
、
そ
の
重
み
で
道
路
側
に
倒
れ

込
む
心
配
も
あ
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
状
態
の
樹
木
な
ど

の
所
有
者
は
、
伐
採
ま
た
は
枝
払

い
を
行
う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
道
路
・
歩
道
に
枝
が
出
て
い
る
。

▼
枯
れ
木
、
枝
折
れ
な
ど
に
よ
る

通
行
障
害
が
あ
る（
ま
た
は
そ
の

恐
れ
が
あ
る
）。

▼
竹
木
の
繁は
ん

茂も

に
よ
る
通
行
障
害

が
あ
る（
ま
た
は
そ
の
恐
れ
が
あ

る
）。

▼
道
路
標
識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
が

見
え
に
く
い
。

▼
大
型
車
両
な
ど
の
通
行
に
支
障

が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
原
因
で
交
通
事
故
が

起
き
た
場
合
は
、
樹
木
な
ど
の
所

有
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
電
線
や
電
話
線
の
あ
る
場
所
で

の
作
業
は
危
険
を
伴
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。
事
前
に
最
寄
り
の
東
北

電
力（
株
）や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
連
絡
し
、

立
ち
会
い
の
下
で
作
業
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
作
業
に
当
た
っ
て
は
、
通
行
車

両
・
自
転
車
お
よ
び
歩
行
者
の
安

全
確
保
と
、
樹
木
か
ら
の
転
落
な

ど
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

建
設
部
土
木
管

理
課

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
６
５

◉
　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税

率
引
き
上
げ
に
際
し
、
特
に
影
響

を
受
け
る
人
た
ち
に
対
し
給
付
金

を
交
付
す
る
制
度
で
す
。

▼
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
登

　

米
市
に
在
住
し
て
い
る
人

▼
平
成
26
年
度
分
の
市
民
税（
均

　

等
割
）が
非
課
税
の
人

▼
平
成
26
年
度
分
の
市
民
税（
均

　

等
割
）が
非
課
税
で
、
課
税
者

　

の
税
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
人

　

次
の
書
類
を
申
請
書
の
裏
面
に

貼
り
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
す
る
人
全
員
の
身
分
証
明

　

書
の
コ
ピ
ー

▼
申
請
受
給
者
の
通
帳
の
コ
ピ
ー

◉
　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

の
対
象
者
に
申
請
書
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で

な
い
場
合
は
、
早
め
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

こ
の
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
職

場
か
ら
児
童
手
当（
特
例
給
付
を

含
む
）を
受
給
し
て
い
る
公
務
員

も
、
平
成
26
年
１
月
１
日
に
住
民

登
録
し
て
い
る
市
町
村
で
申
請
を

受
け
付
け
、
支
給
し
て
い
ま
す
。

◉▼
直
接
受
け
付
け
＝
11
月
28
日

（
金
）午
後
５
時
15
分
ま
で（
受
け

付
け
場
所
／
福
祉
事
務
所
生
活
福

祉
課
、
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
市

内
各
総
合
支
所
）

▼
郵
便
受
け
付
け
＝
11
月
28
日

（
金
）消
印
有
効

▼
臨
時
福
祉
給
付
金（
福
祉
事
務

所
生
活
福
祉
課
）　
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▼
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

（
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
課
）

☎
０
２
２
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５
８
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▼
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
専
用
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０（
２
９
４
）１
１
５

☎☎

▶
☎
▶
☎


